
栃木市

2015年8月 第２号

■
第
1
回 

地
域
会
議

　
平
成
27
年
5
月
21
日
（
木
）
に
第
1
回
地
域
会

議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
会
議
で
は
、
正
副
会
長
の
選
出
、
審
議
会
等
へ

の
委
員
推
薦
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

・
栃
木
市
斎
場
再
整
備
検
討
委
員
会

　
　
伊
藤 

宏
幸
　
委
員

・
ア
シ
ス
ト
ネ
ッ
ト
事
業
に
係
る
地
域
教
育
協
議
会

　
　
平
井 

良
三
　
委
員

■
第
2
回 

地
域
会
議

　
平
成
27
年
6
月
25
日
（
木
）
に
第
2
回
地
域
会

議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
会
議
で
は
、
地
域
予
算
提
案
制
度
取
扱
事
業
に

つ
い
て
、
委
員
か
ら
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
審
議
会
等
へ
の
委
員
推
薦
に
つ
い
て
話

し
合
わ
れ
ま
し
た
。

・
栃
木
市
文
化
振
興
計
画
推
進
懇
談
会
委
員

　
　
高
際 

悦
子
　
委
員

第
1
回・第
2
回 

地
域
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
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１○
地
域
づ
く
り
に
自
主
的
に
取
り
組
む
任
意
の
組
織
で
す
。
　

　 
「
認
定
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
」
と
は
、
地
域
固
有
の
課
題
の
解
決
や
地
域
の

　
特
色
を
生
か
し
た
実
践
活
動
に
自
主
的
に
取
り
組
む
任
意
組
織
の
総
称
で
す
。

　
　
一
定
の
要
件（
地
域
内
の
複
数
の
団
体・住
民
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。地
域
課

　
題
の
解
決
等
に
自
主
的
に
取
り
組
む
こ
と
。民
主
的
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
な
ど
。）を
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新
た
な
地
域
自
治
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
!

概
　
要

4
つ
の
ポ
イ
ン
ト

地
域
会
議
に
つ
い
て

2
認
定
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
に
つ
い
て

　「
こ
の
地
域
に
住
ん
で
い
て
よ
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
住
み
続
け
た
い
。
」
と
み

ん
な
が
思
え
る
よ
う
な
元
気
な
地
域
を
つ
く
る
た
め
、
住
民
、
各
種
団
体
、
企

業
、
行
政
な
ど
が
、
交
流
・
連
携
し
、
「
自
ら
で
き
る
こ
と
は
何
か
」
「
自
ら
が

す
べ
き
こ
と
は
何
か
」
を
共
に
考
え
な
が
ら
、
各
地
域
が
抱
え
る
様
々
な
課
題
を

協
働
で
解
決
し
て
い
く
仕
組
み
で
す
。

1
．
市
の
付
属
機
関
と
し
て
「
地
域
会
議
」
を
設
置
し
ま
す
。

　 

「
地
域
会
議
」
は
、
各
地
域
の
住
民
代
表
組
織
と
し
て
市
が
8
地
域
（
栃
木
中

　
央
、
栃
木
東
部
、
栃
木
西
部
、
大
平
、藤
岡
、都
賀
、
西
方
、岩
舟
）に
そ
れ
ぞ
れ

　
設
置
す
る
付
属
機
関
で
す
。

2
．
自
ら
地
域
づ
く
り
を
実
践
す
る
「
認
定
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
」
の
活
動
を

　
支
援
し
ま
す
。

　 「
認
定
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
」
は
、
市
が
必
ず
設
置
す
る
地
域
会
議
と
違
い
、

　
住
民
が
自
発
的
に
設
置
す
る
任
意
の
組
織
で
す
。

　
　
地
域
内
の
多
く
の
各
種
団
体
や
住
民
な
ど
が
構
成
員
と
な
り
、
地
域
会
議
と

　
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
の
課
題
解
決
や
地
域
活
性
化
の
た
め
の
実
践
活
動
に
取

　
り
組
み
ま
す
。
ま
た
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
、市
長
の
認
定
を
受
け
、

　
市
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

3
．
使
い
道
を
地
域
住
民
が
考
え
る
「
地
域
予
算
提
案
制
度
」
を
導
入
し
ま
す
。

　 

「
地
域
予
算
提
案
制
度
」は
、
地
域
の
課
題
を
地
域
内
で
効
率
的
に
解
決
す
る

　
仕
組
み
で
す
。

○
地
域
会
議
の
主
な
役
割

　
　
地
域
の
課
題
の
解
決
及
び
地
域
の
活
性
化
の
た
め
の
事
業
計
画
を
作
成
し
、

　
市
長
に
対
し
て
、
事
業
計
画
の
実
施
に
必
要
な
財
政
的
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求

　
め
ま
す
。

　
　
ま
た
、
身
近
な
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
必
要
な
事
項
の
う
ち
、
市
長

　
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
事
項
又
は
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
審
議
し
、

　
市
長
に
意
見
を
述
べ
ま
す
。

○「
地
域
会
議
だ
よ
り
」の
発
行

　
　
地
域
会
議
の
事
業
な
ど
を
地
域
住
民
へ
周
知
す
る
た
め
、
「
地
域
会
議
だ
よ

　
り
」
を
発
行
し
ま
す
。

　
　
地
域
会
議
は
、
一
定
の
枠
内
で
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め
の
予
算
の
使
い
道

　
を
市
長
に
提
案
し
ま
す
。

　
　
市
長
は
、
地
域
会
議
の
提
案
を
予
算
案
に
反
映
し
、
市
議
会
の
議
決
を
経
て
、

　
行
政
が
次
の
年
度
に
事
業
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

4
．
市
の
組
織
と
し
て
「
地
域
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
住
民
主
体

　
の
地
域
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

 

　
「
地
域
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
」
は
、
「
地
域
会
議
」
の
事
務
局
を
担
当
す
る

　
と
と
も
に
、「
認
定
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
」の
運
営
支
援
な
ど
住
民
主
体
の
地
域

　
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す
。

　
最
初
の
合
併
か
ら
5
年
が
経
過
し
、
新
し
い
地
域
自
治
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
こ
の
新
た
な
地
域
自
治
制
度
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

○
委
員
任
期

　
　
平
成
27
年
4
月
20
日
〜
平
成
29
年
3
月
31
日
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○
地
域
予
算
提
案
制
度
と
は

　
　
地
域
会
議
に
よ
り
集
約
さ
れ
た
地
域
意
見
を
市
の
予
算
案
に
的
確
に
反
映
さ

　
せ
る
こ
と
で
効
率
的
に
地
域
課
題
を
解
決
す
る
仕
組
み
で
す
。

　
　
地
域
予
算
提
案
制
度
で
取
り
扱
う
事
務
事
業
は
、
地
域
課
題
の
解
決
や
地
域

3
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地
域
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

地
域
予
算
提
案
制
度
に
つ
い
て

○
地
域
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
の
主
な
役
割

　
☆
地
域
会
議
の
事
務
局
を
担
当
し
ま
す
。

　
☆
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
の
設
立
と
運
営
を
支
援
し
ま
す
。

栃木中央地域
　まちづくりセンター
栃木東部地域
　まちづくりセンター
栃木西部地域
　まちづくりセンター
大平地域
　まちづくりセンター
藤岡地域
　まちづくりセンター
都賀地域
　まちづくりセンター
西方地域
　まちづくりセンター
岩舟地域
　まちづくりセンター

栃木中央地域

栃木東部地域

栃木西部地域

大平地域

藤岡地域

都賀地域

西方地域

岩舟地域

名　　称 所管区域

《地域まちづくりセンターの
　　　　名称及び所管区域》

《組織のイメージ》

栃木市マスコットキャラクター
と ち 介

　
満
た
す
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
は
、市
長
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
市
長
は
、
地
域
会
議
の
意
見
を
聴
い
て
認
定
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

○
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
の
主
な
役
割

　
☆
地
域
内
で
活
動
す
る
各
種
団
体
間
の
相
互
理
解
及
び
情
報
の
共
有
化
を
図
り
ま
す
。

　
☆
必
要
に
応
じ
て
人
材
や
物
品
を
団
体
間
で
融
通
し
あ
い
ま
す
。

　
☆
地
域
の
問
題
点
や
課
題
、改
善
点
を
自
ら
解
決
す
る
た
め
の
計
画
を
立
案
し
ま
す
。

　
☆
計
画
に
基
づ
き
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

○
認
定
を
受
け
た
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
へ
の
補
助
制
度
を
設
け
ま
す
。

　
☆
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
立
ち
上
げ
準
備
時

　
・
認
定
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
を
立
ち
上
げ
る
た
め
の
経
費
の一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　
☆
ま
ち
づ
く
り
実
働
組
織
設
立・認
定
後

　
・
地
域
活
動
計
画
を
策
定
す
る
た
め
の
経
費
の一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　
・
地
域
活
動
計
画
に
基
づ
く
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
経
費
の一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　
・
運
営
経
費
の一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　
の
活
性
化
に
資
す
る
事
業
で
、
地
域
会
議
の
合
意
形
成
を
必
要
と
す
る
と
と
も

　
に
、
地
域
と
行
政
と
の
役
割
分
担
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
ま
す
。

○
対
象
外
の
事
業

　
・
大
規
模
な
施
設
整
備
事
業

　
・
既
存
の
給
付
に
上
乗
せ
す
る
事
業

　
・
市
が
廃
止
し
た
事
業
の
復
活
と
な
る
事
業

　
・
提
案
限
度
額
を
超
え
る
事
業

○
提
案
限
度
額

　
・
提
案
限
度
額
＝
均
等
割
額
＋
人
口
割
額

　
　
均
等
割
額
＝
２
４
０
０
万
×
８０
％
÷
８

　
　
人
口
割
額
＝
２
４
０
０
万
×
２０
％
×
地
域
人
口
÷
市
人
口

　
　
（
１
万
円
未
満
切
り
捨
て
）

　
・
大
平
地
域
会
議
提
案
限
度
額
…
…
…
３
２
７
万
円

○
事
業
計
画
書
の
作
成

　
　
地
域
会
議
と
地
域
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
り
、
事
業
の
所
管
課

　
と
協
議
調
整
し
な
が
ら
、「
地
域
予
算
事
業
計
画
書
」を
作
成
し
ま
す
。



大平地域会議だより
平成27年8月20日発行

大平地域の人口

第2号

〒329-4492  栃木市大平町富田558番地
大平地域まちづくりセンター
　　　（大平総合支所地域まちづくり課内）
（電 話） 0282-43-9205
（FAX） 0282-43-8818
（E-mail） o-chiiki@city.tochigi.lg.jp

人口：30,139人
男：15,166人
女：14,973人

世帯数：11,405世帯
※外国人の登録を含む
　　  (H27.6末現在）

◆
第
4
回
大
平
地
域
会
議

　
　
平
成
27
年
8
月
27
日（
木
）  

午
後
6
時
30
分
〜

◆
第
5
回
大
平
地
域
会
議

　
　
平
成
27
年
9
月
24
日（
木
）  

午
後
6
時
30
分
〜

【
場
所
】大
平
総
合
支
所

                      

別
館
大
会
議
室

※
会
議
は
傍
聴
で
き
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
、
開
始

　
時
間
ま
で
に
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
　
　
詳
細
は
、栃
木
市
ホ
ー
ム
ペー
ジ
を

　
　
　
ご
覧
く
だ
さ
い
。

   

　
　  w

w
w
.city.tochigi.lg.jp

今
後
の
地
域
会
議
の
予
定
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新たな地域自治制度のしくみ
市議会

市長

議
決

政
策
提
案

意見具申

連　　携
（情報共有）

連絡・調整 住民活動支援

支　
援

委員の選任

意見聴取

回答

参画委員参画

身近な地域（市内８地域）

　地域会議
　  （市長の附属機関）

役割
・地域の意見集約、調整
・地域の意見を市長へ具申

組織、運営
・任期　２年
・定数　１５～１８人以内

まちづくり実働組織
　  （地域住民が自発的に組織）

地域まちづくりセンター

役割
・単独の自治会では解決しきれない地
域の課題解決に関する取り組み、地域資
源を活かした地域の活性化に関する取り
組み、その他、地域に有益な取り組みな
どを企画、立案し、実施する。

組織、運営
・地域の実情に合わせて、各地域で定める。
※一定の要件を満たすことで市の認定を受
けることができる。

庶
務

連
携

連
携

　自治会、経済団体、
　福祉団体、
　教育団体、
　各種まちづくり団体、
　企業　等

地域住民
（各種団体・ＮＰＯ含む）

身近な行政
サービス

住民の利便性の維持向上のため
の身近な住民サービスの提供機
能を持つ機関を適宜設置。

役割
・地域会議の事務を処理
・住民活動支援


